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防府市障害福祉施設建替基本設計・実施設計業務委託に関する 

公募型プロポーザル審査要領 

 

１ 趣旨 

 本要領は、防府市障害福祉施設建替基本設計・実施設計業務委託に関する公募型プロポー 

ザルにおける最優秀提案者の選定にあたり、防府市障害福祉施設建替基本設計・実施設計業

務委託に関する公募型プロポーザル実施要領（以下「実施要領」という。）に定めることの

ほか、必要な事項について定めるものとする。 

 

２ 審査 

（１）審査方法 

① 一次審査 

    一次審査は、実施要領「８ 担当部署」の防府市障害福祉施設建替基本設計・実施設

計業務委託候補者選定委員会事務局（以下「事務局」という。）が行う。 

ア 参加資格の確認 

参加表明書等の内容を確認し、実施要領「４ 参加資格及び条件」を満たしてい

るかを確認する。 

イ 二次審査対象者の選定 

参加資格を満たす参加者が６者以上の場合は、事務局により、参加表明書等の審査

を行い、上位５者を二次審査対象者として選定する。ただし、上位から５者目とそれ

以下の者の得点が同点の場合は、その同点の者全てを二次審査対象者とする。 

    

② 二次審査 

防府市障害福祉施設建替基本設計・実施設計業務委託候補者選定委員会（以下「選定委

員会」という。）による審査を実施する。技術提案書等についての書類審査、プレゼンテ

ーション及びヒアリングによる審査を行い、一次審査での評価点と合わせたうえで、上位

から最優秀提案者（優先交渉権者）１者及び優秀提案者（次点者）１者を特定する。なお、

審査においては、技術提案書等により参加者が特定されないよう実施するものとする。 

   ア 審査内容 

参加者が、本業務の実施についてどのように理解し、施設整備をどのような方針で

進めようとしているのか、技術提案書等に基づいて審査する。 

   イ 選定委員会 

    ５名の委員により構成 

ウ 最優秀提案者（優先交渉権者）の特定 

以下の審査により最優秀提案者（優先交渉権者）及び優秀提案者（次点者）を特定

する。 
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ａ 参加者ごとの総合評価点は、一次審査の点数に選定委員の数を乗じたものと二次

審査の選定委員の点数の総和を合算したものとする。総合評価点が高い順に順位を

つけ、第１位となった者を最優秀提案者（優先交渉権者）として、第２位となった

者を優秀提案者（次点者）として特定する。 

ｂ ａにおいて、総合評価点が同点で１位が２者以上ある場合は、評価テーマに対す

る技術提案の評価点が最も高い参加者を最優秀提案者（優先交渉権者）とする。 

ｃ ａにおいて、総合評価点が同点で２位が２者以上ある場合は、評価テーマに対す

る技術提案の評価点が最も高い参加者を優秀提案者（次点者）とする。 

ｄ 最優秀提案者（優先交渉権者）が本市との契約に際して、辞退又は失格となった

場合は、優秀提案者（次点者）を繰上げて最優秀提案者（優先交渉権者）とする。 

ｅ 最優秀提案者（優先交渉権者）及び優秀提案者（次点者）は、総合評価点が本市

で定める基準点を上回った者とする。 

ｆ 参加者が１者の場合も審査を実施し、当該参加者の総合評価点が本市で定める基

準点を上回った場合に限り、当該参加者を最優秀提案者（優先交渉権者）として特

定する。 

ｇ 本市で定める基準点は、総合評価点の配点合計の６０％とする。 

エ その他 

・一次審査については参加表明書等を提出した全ての参加者に、二次審査について 

 は技術提案書等を提出した全ての参加者に対し、書面にて結果を通知する。 

・審査内容及び結果に関する異議申し立ては一切受け付けない。 

・一次審査及び二次審査の結果は、本プロポーザル手続き完了後に、最優秀提案者（優

先交渉権者）の企業名及び採点結果、優秀提案者（次点者）の採点結果を防府市ホ

ームページに掲載する。 

 

（２）評価方法 

   一次審査及び二次審査の配点（選定委員１人あたり）は下表のとおりである。また、

一次審査及び二次審査の評価項目、評価の視点及び配点は次ページ以降の表のとおりで

ある。 

審査段階 配点 備考 

一次審査 １００  

二次審査 ３００  

計   ４００ 満点 
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≪一次審査≫ 

評価項目 評価の視点 
配点 

 小計 

参加者の技術力 福祉施設の設計実績（延床面積1,000㎡以上） １５ 

予定技術者の技術力 

H27.4.1以降に契約履行

が完了した福祉施設又は

類似施設での設計実績 

（延床面積1,000㎡以上） 

管理技術者（建築） １２ 

３０ 主任担当 

技術者 

建築総合 ９ 

建築構造 ３ 

電気設備 ３ 

機械設備 ３ 

専門分野の技術者資格 
主任担当 

技術者 

建築構造 ３ 

１２ 
電気設備 ３ 

機械設備 ３ 

土木 ３ 

ＣＰＤの取得単位 

管理技術者（建築） ３ 

１５ 主任担当 

技術者 

建築総合 ３ 

建築構造 ３ 

電気設備 ３ 

機械設備 ３ 

予定技術者の専任性 手持ち業務の量 

管理技術者（建築） ４ 

２３ 

管理技術者（土木） ４ 

主任担当 

技術者 

建築総合 ３ 

建築構造 ３ 

電気設備 ３ 

機械設備 ３ 

土木 ３ 

地元業者への還元 地元の予定協力者数 ５ 

計 １００ 
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（注） 

・「福祉施設」とは、老人福祉法第５条の３及び介護保険法第８条第２５項及び障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第１１項及び児童福祉法第７条

第１項の規定による施設並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律第５条第１項で規定する障害福祉サービス事業を行う施設及び児童福祉法第６条の２

の２第１項で規定する障害児通所支援事業を行う施設をいう。 

・「類似施設」とは、上記福祉施設以外で、令和６年国土交通省告示第８号における別添

二、建築物の類型第１１号第１類に記載のある用途の建築物、または官公庁施設（住宅を

除く）とする。なお、官公庁施設とは、国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政

法人、国立大学法人または公立大学法人の施設をさすものとする。 

・「設計実績」とは、建築設計業務を元請けとして履行した実績（新築、増築、改築の対象

延床面積１,０００㎡以上のものに限る。）をいう。 
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≪二次審査≫ 

評価項目 評価の視点 
配点 

 小計 

業務実施方針・工程

表 

担当技術者の編成、バックアップ体制等 １５ 

６０ 

工程表、工程管理手法 １５ 

コスト削減、工期短縮の取り組み １５ 

その他 

（取組意欲、発注者を支援する姿勢、独自提案等） 
１５ 

評価テーマに対する

技術提案 

【評価テーマ１】 

高低差のある敷地特性や施設利用者

の活動・生活を考慮した施設整備及び

土地利用の考え方 

的確性 ３０ 

１８０ 

実現性 ３０ 

独創性 ３０ 

【評価テーマ２】 

施設の長寿命化とライフサイクルコ

ストの削減、災害対策、安全対策及び 

環境対策を総合的に考慮した施設整

備の考え方 

的確性 ３０ 

実現性 ３０ 

独創性 ３０ 

見積書  ２０ 

プレゼンテーション 

取組意欲 １０ 

４０ 

コミュニケーション能力 １０ 

理解度 １０ 

技術力 １０ 

計 ３００ 

 

 


